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本研究では，放課後児童クラブに来館している障がい児童の，特に発達障害児の健全育成の
あり方について，障害特性の理解と指導を中心に，特別支援教育をとおして検討・考察したも
のである。また，放課後児童支援員のための役割及び育成支援の充実についても論考した。
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Ⅰ．は じ め に

筆者は，（公財）さっぽろ青少年女性活動協会の見学・
巡回相談の担当者として，市内の児童会館，ミニ児童会
館に来館する障がいのある児童と保護者の相談にあたっ
てきている。障がいの多様化の中で「どのような健全な
育成指導が必要であるか」悩みを抱える放課後児童指導
員や補助員が多いのが現状である。特に，近年の「発達
障害」においては，放課後児童支援員（児童会館，ミニ
児童会館）の研修会等において，遊びや活動における集
団指導の場面からの飛び出し，注意の散漫性や突然の衝
動的な行動，パニック（奇声・自傷・他傷・物を投げ
る・壊す他）を起こす，コミュニケーションが成立しな
いなど，特に集団の中での対応が難しく，「困った」と
思われる子どもの相談が年々増加してきている。また，
最近の「いじめ」「ひきこもり」「不登校」「虐待」「自
殺」などの社会的現象の背景に，「発達障害」との関係
が深いのではないかと考えられてきている。更に，非行
や犯罪などに巻き込まれるケースもあり，「発達障害」
から派生する二次的な障害ではないかという少年鑑別所
や少年院（法務技官・法務教官），刑務所（刑務官），社
会更正施設等の職員からも報告がなされるようになって
きている。
文部科学省の報告（2011）では，「通常の学級に在籍
する教育上の配慮を要する児童生徒」は，6．5％であり，
その内，高機能自閉症の社会性を調べる質問紙を用いた
「対人面で著しい困難を示す児童生徒」は，1．1％と

なっている。そのため文部科学省においては，「発達障
害」への対応に関する多くの施策を行ってきている。ま
た，厚生労働省の「発達障害者支援法」の施行（2005）・
改正（2016）により，「発達障害」の早期発見，発達支
援（医療的，福祉的及び教育的援助）サービスの提供，
学校教育における支援，就労の支援，発達障害者支援セ
ンターの設置などの整備・充実も図られてきている。
最近の教育事情では，義務教育から高等学校における
発達障害生徒へのモデル校の設置と実践研究が行われ，
高等養護学校などの職業教育の改善・充実，大学入学試
験への配慮，支援ツールの作成，大学の障がい学生支援
室設置や対応の充実が図られ，キャリア教育の改善など
様々な取り組みが行われてきている。
放課後児童クラブにおいても，放課後児童支援員の認
定資格研修が都道府県で実施され，支援員としての役割
及び育成支援の内容等の充実が図られてきている。
本稿では，放課後児童クラブにおける「発達障害」の
特性の理解と指導について論考するものである。

Ⅱ．子どもたちの教育をめぐる現状について

1．特別支援教育の義務教育段階の概要

文部科学省の調査（2015）では，義務教育段階の全児
童生徒数は1009万人で，特別支援学校の在籍数は全体の
0．69％で約7万人となっており，小・中学校の特別支援
学級は全体の2．00％で約20万1千人が在籍して最も多
く，通常の学級に在籍して通級の指導を受けている児童
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生徒は，0．89％で約9万人が在籍している。障害児の在
籍は，全体の3．58％で30万2千人となっている。

2．特別支援学級の現状

特別支援学級の現状は図1のとおりで，自閉症・情緒
障害学級の設置校が2003年の23，456から10年間で74，116
と約3．5倍に増加しており，学校教育における発達障害
児への対応が急激に求められ，学級設置が大幅に増加し
てきたことがうかがえる。

図1 特別支援学級の障害種別の在籍数の推移（文科省2013）

すなわち，2005年の「発達障害者支援法」の施行によ
り，特殊教育から特別支援教育への移行に伴う発達障害
児教育の整備・充実が求められ，その障害の特性に対応
した支援・指導等が喫緊の課題としての大きな要因と考
えられる。

3．通級による指導の現状

1）通級指導教室に通う児童生徒数
通級指導教室に通う児童生徒数は，図2のとおりで10

年間の推移で比較すると，発達障害児の占める割合が激
増してきている。平成18年度から学校教育法施行規則の
改正により「学習障害」「注意欠如・多動性障害」が新た
に通級指導の対象として加わったことが要因であろう。
なお，自閉症は，平成17年度以前は，「情緒障害」の
通級指導教室で対応されていたが，自閉症を情緒障害か
ら分離して発達障害に包括されて対象とされた。

2）通級指導教室の児童生徒の障害種別数
通級指導教室に通う児童生徒の障害種別数では，小学
校（42％），中学校（41％）共に自閉症等が全体の4割
以上を占めている。小学校では，学習障害（20％），注
意欠如・多動性障害（19％），未診断も含めたその他
（15％）と続き，中学校では，小学校と比して学習障害
（27％）の割合が高く，情緒障害（11％）も多いのが特
徴である。いずれにしても，発達障害の占める割合が高
い。
ただし，学習障害等の発達障害を対象とする通級指導
教室は，必ずしも特定の障害種のみを対象としているわ
けではなく，複数の障害種を対象としているところがほ
とんどであることを考慮する必要がある。

図3．小・中学校の通級児童生徒の障害種別数（文科省2013）

Ⅲ．放課後児童クラブについて

1．放課後児童クラブの概要

放課後児童クラブは，放課後児童健全育成事業を行う図2．通級による指導を受けている児童生徒数の推移（文科省2013）
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場所であり，子ども及び放課後児童支援員等により構成
される集団で運営されている。放課後児童健全育成事業
は，児童福祉法第6条の3第2項で規定され，小学校に
就学している児童で，その保護者が労働等により昼間家
庭にいないものに，授業終了後に児童厚生施設等の施設
を利用して，適切な遊び及び生活の場を与えて，その健
全な育成を図るものである（いわゆる「学童保育」）。ま
た，社会福祉法上の第二種社会福祉事業として規定され
るとともに，子ども・子育て支援法第59条第1項第5号
に規定する地域子ども・子育て支援事業として，市町村
が事業計画を盛り込み実施するものとされている。更に
事業の質の確保を図るため，厚生労働省がこの事業の設
備及び運営に関する基準を定め，「放課後児童クラブ運
営指針」のガイドラインを策定して，支援の充実に努め
てきている。

2．札幌市の放課後児童クラブについて（2021．4．1現在）

札幌市の児童会館の歴史は古く，昭和24年に「中島児
童会館」が日本初の『公立児童会館』として開館し，72
年の運営の歴史がある。
札幌市の児童会館は，ミニ児童会館を合わせると全部
で200館あり，児童が徒歩で通える圏内に建てられてい
る小学校の数と同じである。地域全体を網羅する児童会
館が，市政に沿って運営されているのは全国的にも珍し
く，先進的と言えよう。
児童会館は，札幌市子ども未来局が所管し，公益財団
法人「さっぽろ青少年女性活動協会」（こども若者事業
部 子ども育成課）が市の委託を受けて指定管理者とな
り，全体の管理・運営にあたっている。
児童会館の役割と目標は，児童健全育成の専門家集団
として「日々スキル向上に努め，全ての子どもを笑顔に
すること，地域と子供のつなぎ手として，一人ひとりと
心を通わせ合いながら，豊かな未来を育むこと」を目標
としている。

表1．札幌市の児童会館の役割と目標並びに運営指針
（さっぽろ青少年女性活動協会2021）

すなわち，札幌という街の中で，わたしたちができる
ことの目標を明確にし，表1に示すとおり，ミッショ
ン・ビジョンとして，6つの指針と5つの柱を掲げ，
日々活動に取り組んできている。

Ⅳ．児童クラブ・直接来館による障がいの
ある児童の受入状況（児童会館）

1．児童クラブ・直接来館の障がい児の受入状況

札幌市の児童クラブ・直接来館の児童数は，令和2年
度は，児童会館が1，372，269人，ミニ児童会館が1，016，300
人となっており，全体で2，388，569人が利用している。
障がい児童については，児童会館が469人，ミニ児童
会館が489人となっており，全体で958人（0．04％）が利
用している。

1）男女比並びに所属学級別の割合
令和2年度の児童クラブ・直接来館の障がい児の受入
状況は，図4の男女比のとおりで，男子76％，女子24％
と男子が約8割近くを占めており，男子の占有率が高
い。

図4．児童クラブ・直接来館による障がい児の受入状況
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一般的に障がい児の発生率における男女比で，男子の
占める割合が比較的女子よりも高い報告と一致してい
る。
所属別では，通常の学級（普通学級）が56％，特別支
援学級が34％で，通常の学級に在籍する障がい児が約6
割近くを占めている。
おそらく，就学先の選択・決定において，近年の「イ
ンクルーシブ教育システム」の構築（教育動向障害者の
権利に関する条約第24条）による人間の多様性の尊重等
の強化，障がい者が精神的及び身体的な能力等を可能な
最大限度まで発達させ，自由な社会に効果的に参加する
ことを可能とするとの目的の下で，障がいのある者と障
がいのない者が共に学ぶ仕組みの教育のことと関係が深
いと考えられる。
すなわち，「障がいのある者が一般的な教育制度から
排除されないこと，自己の生活する地域において初等中
等教育の機会が与えられること，個人に必要な『合理的
配慮』が提供される等が必要とされていること」が保護
者の就学先選択に影響しているものと思われる。

2）学年別並びに障がい別の割合
学年別では，低学年に占める割合が全体の65％を占め
ており，中・高学年では学年進行に伴って減少してい
る。
すなわち，健常児の塾や習い事等へのシフトして利用
数が減少化する傾向と同様に，児童デイ・サービスや習
い事等へのシフトや児童デイ・サービスの複数利用，自
宅生活などによる減少が考えられる。
障がい内容別では，旧診断基準の広汎性発達障害や自
閉症等を合わせた発達障害は，全体の約6割近くを占め
ており，近年の教育の現状における発達障害の増加傾向
と一致している。
なお，ミニ児童会館における児童クラブ・直接来館に
よる障がいのある児童の受入状況の結果は，児童会館の
結果とほとんど同じ割合の結果であったため，本稿では
割愛する。
障がいのある子どもの受入れの考え方については，厚
生労働省の「放課後児童クラブ運営指針解説書」の『第
3章放課後児童クラブにおける育成支援の内容』におい
て，以下のとおり示されている。
すなわち，「障害のある子どもについては，地域社会
で生活する平等の権利の享受と，包容・参加（インク
ルージョン）の考え方に立ち，子ども同士が生活を通し
て共に成長できるよう障害のある子どもも放課後児童ク
ラブを利用する機会が確保されるための適切な配慮及び
環境整備を行い，可能な限り受入れに努める。」として
いる。

この考え方は，「児童の権利に関する条約」第23条，「障
害者の権利に関する条約」第7条の障害のある児童の最
善の利益の保障等や，第19条の自立した生活及び地域社
会への包容，第24条の教育についての障がい者の権利等
の関係法令・通知等により定められているものである。

Ⅴ．発達障害の障害特性の理解と指導につ
いて

1．発達障害の定義

発達障害とは，「自閉症，アスペルガー症候群その他

＜公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会提供資料から作成＞

図5．児童クラブ・直接来館による障がいのある児童の受入状
況（児童会館）学年別と障がい内容別
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の広汎性発達障害，学習障害，注意欠陥・多動性障害そ
の他これに類する脳機能の障害であって，その症状が通
常低学年において発現するもの」（発達障害者支援法
2005，文部科学省2007）としており，図6のようなタイ
プのうちどれにあたるのか，障害の種類を明確に分けて
診断することは 大変難しいとされている。障害ごとの
特徴がそれぞれ少しずつ重なり合っている場合も多く，
また，年齢や環境により目立つ症状が違ってくるので，
診断された時期により診断名が異なることもある。

図6．発達障害の概要（DSM-5より作成）

なお，広汎性発達障害（PDD：pervasive developmen-
tal disorders）とは，自閉症，アスペルガー症候群の
他，レット障害，小児期崩壊性障害，特定不能の広汎性
発達障害を含む総称のことである。

1）自閉症⇒「自閉症スペクトラム障害（症）」
Autism Spectrum Disorder，略称：ASD
自閉症とは，3歳位までに現れ，①他人との社会的関係
の形成の困難さ，②言葉の発達の遅れ，③興味や関心が
狭く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害
であり，中枢神経系に何らかの要因による機能不全があ
る（文部科学省2013／教育支援資料）。
しかし，これまで自閉症，広汎性発達障害，アスペル
ガー（Asperger）症候群などのいろいろな名称で呼ば
れていたが，2013年のアメリカ精神医学会（APA）の診
断基準DSM-5の発表以降，自閉スペクトラム障害
（症）としてまとめて表現するようになった。自閉スペ
クトラム障害は多くの遺伝的な要因が複雑に関与して起
こる生まれつきの脳機能障害で，人口の1％に及んでい
るとも言われている。
アメリカ精神医学会は，2013年に精神疾患の分類と診
断の手引き（DSM）を改訂し，第5版（DSM-5日本語
版：2014）では，精神発達症群／神経発達障害群のカテ
ゴリーにおいて，自閉症は「広汎性発達障害（Pervasive

Developmental Disorder：PDD）」から名称変更し，自
閉症に近い状態を連続的に捉える「自閉症スペクトラム
症／自閉症スペクトラム障害（Autism Spectrum Disor-
der：ASD）」に一本化した（図7）。
すなわち，重い自閉症から知的障害や言語の遅れはな
いが対人関係を築くことが難しい，いわゆる軽い自閉症
と見なされていた「アスペルガー症候群」の分類がなく
なり，レット障害は除外された。
上図の診断基準を市川（2012）の報告からA・Bを要
約すると「Aは①社会的なコミュニケーションの障害，
②社会的・情緒的な相互関係性の障害，③発達水準に相
応した関係性の障害の全てを満たすことが条件とされて
いる。Bは①常同的・反復的な言語・運動・物の使用，
②日常的・儀式的な行動・変化への過剰な抵抗，③極め
て限定・固定された強い興味・関心，④感覚入力への過
敏または鈍感な反応または外部への異常な感覚性の4つ
が挙げられており，その内の2つを満たすことが条件」
となっている。
DSM－5では，ASDに対して単独の重症度が3段階
に設定され，「支援を必要としている＜レベル1＞」「か
なりの支援を必要としている＜レベル2＞」「最大限の
支援を必要としている＜レベル3＞」となっている。
自閉症の特徴的な行動を示したものが表2であり，特
に太字部分の指導が難しい。高機能自閉症は，上述の自
閉症のうち知的発達の遅れを伴わないものをいう。ま
た，アスペルガー症候群は，上述の自閉症のうち知的発
達の遅れを伴わず，かつ言葉の発達の遅れを伴わないも
のであり，共にIQが高い。しかし，上述したアメリカ
精神医学会の診断基準の診断名からは除外されている。

表2．自閉症スペクトラム障害の特徴的な行動

図7．広汎性発達障害（PDD）から自閉症スペクトラム症
（ASD）への診断基準の変更（宮本2015）
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自閉症児・者の特異な能力については，特に「サウァ
ン症候群」に代表されるように，瞬時に見たものを記憶
して再現したり，写真のように細密に絵を描いたり，過
去の情景や風景から創造性豊かな絵画を制作したりと，
ある特定の分野において優れた能力を発揮することが知
られている。筆者（2019）は，自閉症と芸術性について
「健常者と比して，自閉症児・者の視覚認知，視覚的記
憶，思考などの特徴は，言語表現能力よりも描画表現の
能力の方が優れており，それらの特徴を反映した素晴ら
しい芸術作品を創出している」と推測し，単純な知的能
力の優劣や一般的な発達尺度などからは説明できないこ
とがあることを報告している。可能性を発見し，それを
伸ばすことが，放課後児童指導員に期待されている。

2）学習障害Lerning Disabilities 略称：LD
学習障害とは，基本的には全般的な知的発達に遅れは
ないが，聞く，話す，読む，書く，計算する又は推論す
る能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示
す様々な状態を指すものである。その原因として，中枢
神経系に何らかの機能障害があると推定されるが，視覚
障害，聴覚障害，知的障害，情緒障害などの障害や，環
境的な要因が直接の原因となるものではない（文部科学
省2013／教育支援資料）。
（1）発達性デイスレキシア（発達性読み書き学習困
難）Developmental Dyslexia

「ディスレキシア」とは，知能障害や感覚・運動障
害，注意力や意欲の欠乏，家庭や社会的要因による障壁
が存在しないにも関わらず，神経学的基盤の発達障害に
よって，読み書きの修得のみに困難を示す障害＊のこと
である（＊：本人や家族が日常使う用語としては，「障が
い」を強調しない呼称として，「困難」を用いることが
望ましい）。

図8．発達障害・読み書き困難の中でのディクレキシアの位置
（石井2004）

石井（2004）によれば，図8のように，全児童の10％
程度にディスレキシアの素因があるとされている。ただ
し，障害の程度や言語の要素により，症状の顕在化する
度合いは異なるとしている。
宇野（2012）は，全体の8％で，就学後，児童の文章
の読み書きが遅く，読み間違いや飛ばし読み，綴り違い
が多いという困難が生ずることがあり，音韻認識能力や
視覚認知力の障害の併存を示唆している。

表3．ディスレキシアの出現率（宇野2012）

文章の読み書きは，学校教育や職場での作業，職能向
上に重要な役割を占めており，他の能力が正常あるいは
優秀であっても，読み書き障害ゆえに，その才能を十分
発揮する機会を失う危険性がある。自己の才能を活かせ
ず，周囲から能力や意欲が無いと誤解されることが多
く，発達障害の二次的な問題として自信喪失，自尊心の
低下，学習性無気力感，不安感，他者に対する不信感，
疎外感などにつながり，心身症や学校・社会からの不適
応を引き起こすのではないかと指摘されている。
（2）発達性デイスレキシアの困難さの例
児童会館での「学びの活動」などでは，巡回時におい
てこれらの事例に遭遇する。ディスレキシアの示す困難
性は，個々人ごとの苦手の様相や程度が異なっている。
読字では，流暢さの欠如や飛ばし読みなどが見られる
し，書字では，鏡文字や字体の変形，創字，見たばかり
の字形の想起困難，板書の字の書き写し困難が見られ
る。一般に，平仮名，カタカナ，漢字の順に難易度が増
していく。数字も仮名と同様，鏡文字や変形，無意味字
を生じたり，読み間違いを起こすことも多い。特に，書
き方が雑で数字が読みづらい事例では，文字や数字の形
を正しく見ていても，頭の中では正しく認識できず，き
ちんと書けないことがあり，やる気のなさ等が原因と思
われがちで，実は発達上のつまずきが原因の場合もある
（図9の読み間違い，書き間違いの実例及び6と9，1と
7が同じ形にみえる等）。
（3）発達性ディスレキシアへの支援・指導
石井（2004）によれば，小学校就学時（6歳）には既
に平仮名を読み，約6割が書くことができ，小学校への
就学時健診では，ディスレキシアの可能性のある幼児を
早期に発見し，通常学級への就学に備えた支援を始める
必要があるとしている。また，検査体制の整備の検討も
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するべきであるとしている。読み書きの苦手は早期から
現れるが，低学年では，学習内容が未だ単純なことと，
子供の努力により軽度ならば一見問題点が目立ちにく
い。読み書きに顕著な支障が無いにも関わらず，算数が
出来ない，或は文章問題だけ解きづらいという徴候とし
て目にとまる例もある。小学3年次頃から，習得すべき
漢字の数や抽象度が増大し，学習内容が複雑になるた
め，子供自身の努力では解消できなくなり問題が増加す
る。10歳頃になると，読み書きの遅れを自覚したり他者
から指摘されたりすると，自信喪失や将来への不安を招
く可能性が出てくる。中学校の英語では，音韻が複雑で
不規則な表記が多く，ディスレキシアの子どもたちに
とっては，困難な視・聴覚的処理を多く含むため，一層
困難な学習教科となる。国語でも読み書きに多くの学習
時間を割かなければならず，意味の読解や語彙・知識の
増大が妨げられることになる。
このような児童の学習能力の不均衡に関して，石井
（2004）は，教師や親による発見を促進するため，留意
事項の資料作成と普及が有用であるとし，その支援方法
として，表4を提案している。
発達性ディスレキシアの検査法としては，「小学生の
読み書きスクリーニング検査：STRAW」があり，各学
年で評価でき，標準値が明確になっているので有効であ
るとしている。また，検査体制の整備の検討もするべき
であるとも提言している。
したがって，教科学習の基本である国語力の問題とし
て，喫緊の課題解決が望まれる。
児童会館の学びの指導などでは，このような事例が散
見され，「困り感」として筆者も指導・助言を請われる
ことが多い。

3）注意欠如・多動性障害 Attention-Deficit／Hyper-
activity Disorder略称：ADHD
注意欠如・多動性障害とは，年齢あるいは発達に不釣
り合いな注意力，及び／又は衝動性，多動性 を特徴と
する行動の障害で，社会的な活動や学業の機能に支障を
きたすものである。また，7歳以前に現れ，その状態が
継続し，中枢神経系に何らかの要因による機能不全があ
る（文部科学省2013／教育支援資料）。
以前は「注意欠陥・多動性障害」という診断名であっ
たが，「DSM-5」（2013）で，「注意欠如・多動症／注意
欠如・多動性障害」に変更された。表5は，その診断基
準を示したものである。
すなわち，症状の現れ方により3つのサブタイプがあ
ると考えられており，注意のコントロールは下手なもの
の多動は見られない「不注意優勢型」（A1），不注意さ
はさほど目立たないものの，落ち着きが無さや衝動的な
反応が目立つ「多動性－衝動性優勢型」（A2），不注意
と多動性－衝動性が混在する「混合型」（A1＋A2）
である。不注意（集中力がない），多動性（じっとして
いられない），衝動性（思いつくと行動してしまう）と
いった症状が見られる。
その特性により指導中に集中することが難しかった
り，忘れ物が多いなどがあり，叱られることが多くなり
がちである。叱られることが増えていくと，自信を失
い，追い詰められてしまうということもあるので，個々
人の特性を十分に理解し接することが大切である。
A1は，指導中に集中し続けることが難しい，忘れ物
が多い，外からの刺激などで直ぐに気がそれてしまうな
どの特徴がある。一方で，自分の好きなことについて考
えたり取り組んだりしていると，話し掛けられても気付
かずに，周囲の人に「無視をした」と誤解されることが
ある。
A2は，動いていないと気分的に落ち着かない，無意

表4．発達性デイスレキシアへの支援方法（石井2004）

図9．読み間違い，書き間違いの実例（石井2004）
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識のうちに身体が動いてしまう，感情や欲求のコント
ロールが苦手などの特徴がある。指導中に立ち歩く，指
名されていないのに答えてしまうなどの特徴から，集団
生活で落ち着きのなさについて指摘されることも多い。
A1・A2の併存は，幼児期に多く見られるもので，
スーパーでの迷子や道路への飛び出しなど，危険な事故
も多い。児童会館では，指導中の活動室からの逸脱や来
館・下館時の迷子など，上述の危険な行動が多くあり，
安全対策・危機対応が求められる。
この障がいについては，発達障害を巡る医学的な診断
基準の変更（DSM-ⅣからDSM-5）や法改正，すなわ
ち2010年「障害者自立支援法」一部改正で『発達障害』
が明記，2011年「障害者基本法」一部改正で精神障害の
中に発達障害が対象障害に加えられた。更に2016年4月
に施行された「障害者差別解消法」により，発達障害児
に対して，学校や福祉施設等が「合理的配慮」をするこ
とが義務づけられた。

Ⅵ．障害への合理的配慮と環境整備，指導
実践例

1．「合理的配慮」と利用機会確保のための環境整備

2016年4月に施行された「障害者差別解消法」によ
り，発達障害のある子どもたちに，学校や福祉施設等が
「合理的配慮」をすることが義務づけられた。すなわ
ち，児童会館の生活で「合理的配慮」を実現させるため

には，児童クラブの育成支援において，遊び，休息，自
主的な学習，文化的行事等の取り組み，さらにはおやつ
や食事，排泄，友だちとの関わりなど，さまざまな場面
での「困りごと」が想定され，その「困りごと」に対す
る合理的配慮の方法・内容もいろいろ考えられる。「合
理的配慮」について検討する際は，子どもに関わる関係
者が組織的，継続的に話し合うことが重要であり，子ど
も自身が抱える困難についての理解や受容を深めるため
にも，本人や保護者を交えてしっかりと話し合い，共に
認識を共有化することが大切である。「合理的配慮」の
提供として考えられる内容は，文部科学省（2010）で
は，障害のある児童生徒等に対する教育を小・中学校等
で行う場合の「合理的配慮」の例として，特別支援学校
等で行われているものを参考とすると，具体的には表6
が考えられると提言している。
実際，各児童会館を巡回してみると，表6のような合
理的配慮の内容で実践されていることがうかがえる。た
だし，小学校併設のミニ児童会館では，施設・設備の関
係から合理的配慮について腐心している施設もある。
障害のある子どもの受入れの考え方については，厚生
労働省の「放課後児童クラブ運営指針解説書」の『第3
章放課後児童クラブにおける育成支援の内容』におい
て，示されている。
すなわち，「障害のある子どもについては，地域社会
で生活する平等の権利の享受と，包容・参加（インク
ルージョン）の考え方に立ち，子ども同士が生活を通し
て共に成長できるよう，障害のある子どもも放課後児童

表5．ADHDの診断基準（DSM-5より市川2012）
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クラブを利用する機会が確保されるための適切な配慮及
び環境整備を行い，可能な限り受入れに努める。」とし
ている。
この考え方は，「児童の権利に関する条約」第23

条，「障害者の権利に関する条約」第7条の障害のある
児童の最善の利益の保障等や，第19条の自立した生活
及び地域社会への包容，第24条の教育についての障が
い者の権利等の関係法令・通知等により定められている
ものである。
障がいのある子どもの育成支援が適切に図られるよう
に，個々の子どもの状況に応じて環境に配慮するととも
に，職員配置，施設・設備の改善等について工夫するこ
とが望まれる。

2．発達障害児への適切な支援・指導の工夫

発達障害の子どもへの適切な支援・指導の基本は，子
どもの障害に偏らず，子どもの「よさ」を肯定的にみる
ことで，その個性や魅力に気付くことである。
例えば，
○次々と興味・関心が変わる子ども
⇒好奇心旺盛で様々なことに興味を示す子ども
○多動な子ども
⇒体を動かすことが好きな子ども
○しつこく話し掛けてくる子ども
⇒人好きな子ども，人とかかわろうとする子ども
すなわち，子どもの欠点だけを焦点化するのではな
く，「困った行動をなくすための対応をどうするか，ど
のように本人の良い行動を見つけて，増やしていくか」
本人の成長と発達を見据えながら，全体で十分話し合っ
ていく必要があるのではないかと考える。

3．特別支援教育の視点を生かした実践例

道教委（2019）では，文部科学省の発達障害支援成果
普及事業として，支援体制づくりの取組事例集をまとめ

ている。これらの例示は，児童会館でも十分に適用でき
るものであり，対応が難しい「困った」と感じる発達障
害の子どもたちの指導実践例として，表7を参考にして
いただきたい。
実践に当たっては，子どもや保護者と面談の機会（見
学相談）を持ち，子どもの健康状態，発達の状況，家庭
の状況，保護者の意向等を個別に把握する。また，放課
後の生活が保障されるように，放課後等デイサービスや
学校と十分な連携及び協力を図り，協力できるような体
制づくりを進めていくことが求められる。
児童会館での学校教職員との連携・協力では，主に学
級担任，養護教諭，教頭との情報の共有化を図ってきて
いる。特に，学校に併設されているミニ児童会館では，
より綿密な連携が図られている。発達障害児の一人ひと
りの行動特性を理解し，子どもの障がい特性に合わせた
指導プログラムの改善・工夫を行うためには，最も重要
な事項である。
松村・野中（2014）は，放課後の時間を子どもたちに
とって，より快適に充実したものにするためには，学校
教職員との連携が不可欠としており，「形式的な連携で
はなく，学校との積極的な協働が進むことは，子どもの
生活に連続性を与え，放課後児童クラブにおける子ども
の生活にとって大きな効果があるだろう。」とその重要
性を述べている。しかし，学校教職員との協働は，前述
の松村らが，放課後児童指導員に関する規定（職員定
数，職員配置，勤務時間等）や放課後児童クラブの規模
などを課題として，その困難性をも指摘している。
すなわち，松村らは，欧米諸国の問題点と課題につい
て比較検討する中で，イギリスでは，放課後指導クラブ
が増加する中で，プレイワークに関する教育・訓練のあ
り方が検討され，指導員の資格レベルの引き上げの必要
性を挙げ，子どもの年齢により指導員の資格・養成を分
けることも検討課題としている。フランスでは，自治体
に任されているために，地域間格差が大きく，多くの地

表6．合理的配慮の例
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域での指導員の身分確立が不十分とのことが問題となっ
ている。北欧のスウェ－デンでは，小学校との統合の中
で教員間の身分格差，学童余暇指導員の教員免許の必要
性により，教員不足が懸念されているとしている。
放課後児童クラブが「適切な遊び及び生活の場を与え
て，その健全な育成を図る」事業であり，協働への実現
では困難もあるが，所管している厚生労働省と文部科学
省，自治体における所管部局間はもとより，各児童会館
と学校とのより一層の密接な連携・協力を推進すること
が望まれる。

Ⅶ．お わ り に

放課後児童クラブは，子ども・子育て関連3法（平成
24年成立）の中の児童福祉法（昭和22年法律第164号）
の改正により，地域の実情に応じた子ども・子育て支援
の充実を図ることが，厚生労働省令により事業の設備及
び運営について，市町村が条例で基準を定めて事業運営
を行ってきている。その中で，障がいのある児童の受入
体制については，社会保障審議会児童部会の「放課後児
童クラブの基準に関する専門委員会」の報告（平成25
年）では，「障がいのある児童の受入児童数は年々増加
し，障がいのある児童が安心して生活できる環境となる
よう，受入体制の充実，強化を図っていく必要がある」
としており，質の確保と事業内容の向上が求められる。
特に，ミニ児童会館では，施設・設備の専用室・専用ス
ペースの確保が難しいことから，発達障害児の障がい特
性に対応した生活する上での支障を及ぼさない場所の確
保が望まれる。乏しい財源の中，あるミニ児童会館で
は，学校との密接な連携により，廊下などの限られた空

間を目的や機能から様々に利用している例（ゲームコー
ナーや軽運動スペース，作品展示コーナー，児童図書
コーナーなど）が見られ，クラブの実情にふさわしい創
意・工夫が試みられている。
発達障害への支援・指導では，乳幼児期から成人期ま
での一貫した支援が必要である。すなわち，地域の特別
支援教育ネットワークを生かした早期教育相談の充実，
特別支援教育の専門性を生かし一人一人の教育的ニーズ
に対応した「個別の教育支援計画」の整備・充実，福
祉・医療等との連携・協力による組織的，継続的な支
援・指導による自立や社会参加への支援，家庭との連携
に基づく両親援助（親支援）などが求められる。
放課後児童クラブにおける具体的な対応については，
①発達障害の障がい特性を理解し，②子どもたちの心情
に寄り添い，適切な育成支援を工夫し，③子どもたちの
「よさ」＝可能性・将来性に視点をあて，④特別支援教
育の成果等から明日の指導実践に生かしていっていただ
きたい。
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